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臨時福祉給付金申請受付会日程（午前9時〜11時、午後1時〜4時）

　該当地区の日程に都合が悪いかたは、ほかの会場をご利用くだ
さい。※受付会日程は、住所表示となっていますが、一部、自治会
名での表示となっています。

とき 該当地区 ところ

7月23日㈬
午前 上手計、下手計、大塚

八基公民館
（下手計1204）午後 血洗島、南阿賀野、北阿賀野、

横瀬、町田

7月25日㈮
午前 新戒、中瀬 豊里公民館

（新戒639-1）午後 高島、成塚

7月29日㈫
午前 明戸、宮ヶ谷戸、上増田、蓮沼 明戸生涯学習センター・

明戸公民館
（蓮沼256）午後 藤野木、堀米、江原、石塚、沼

尻、新井、前小屋

7月31日㈭
午前 武蔵野

花園生涯学習センター・
花園公民館

（小前田2345-1）

午後 小前田（上・中・下）

8月  1日㈮
午前 小前田（中央・北・西）、緑台

午後 荒川、黒田、永田、北根

8月  5日㈫
午前 上敷免、高畑、戸森（戸森団地

含む） 大寄公民館
（起会84-1）

午後 内ヶ島、矢島、大塚島、起会、谷
之

8月  7日㈭
午前 普済寺、岡部

岡部公民館
（山河1324-1）

午後 岡、岡里

8月  8日㈮
午前 榛沢、後榛沢、榛沢新田、山崎、

沓掛、西田

午後 本郷、今泉、針ヶ谷、山河、櫛挽

8月12日㈫
午前 人見、柏合、樫合 藤沢生涯学習センター・

藤沢公民館
（人見1967-1）午後 櫛引、大谷、境、折之口

8月19日㈫

午前 上柴町西1～5丁目

キララ上柴
（上柴町西4-2-14）

午後
上柴町西6～7丁目、上野台

（小台・ビッグウィング深谷）、
秋元町

8月20日㈬
午前 上柴町東1～5丁目

午後 上柴町東6～7丁目、東方（下
原前・南下原）

8月28日㈭
午前 東方、幡羅町

幡羅生涯学習センター・
幡羅公民館

（東方1370）

午後 国済寺、常盤町

8月29日㈮
午前 東方町、国済寺町

午後 原郷、本田ヶ谷

9月  2日㈫
午前 深谷、天神町、本住町、仲町、深

谷町、東大沼、曲田、伊勢方
深谷生涯学習センター・
深谷公民館

（仲町20-2）

午後 西島、西島町、西大沼

9月  3日㈬
午前 稲荷町、緑ヶ丘、寿町

午後 田所町、栄町、田谷

9月  5日㈮
午前 上原、田中、瀬山、川本明戸、武

川 川本公民館
（菅沼1009）

午後 長在家、菅沼、本田、畠山

9月11日㈭
午前 上野台（大台東・大台西・鼠）

南公民館
（宿根645-1）

午後 上野台（台坂・台天白）

9月12日㈮
午前 上野台（八幡台・泉台）、桜ヶ丘

午後 萱場、見晴町、宿根（宿根・中通
り）

　

市
で
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日

㈬
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
『
く

る
リ
ン
』
の
新
た
な
運
行
サ
ー
ビ

ス
を
開
始
し
ま
す
。そ
れ
に
伴
い
、

『
深
谷
市
』
や
『
く
る
リ
ン
』
の

イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
車
両
の

デ
ザ
イ
ン
を
募
集
し
ま
す
。

　

新
た
な
運
行
の
概
要
や
車
両
デ

ザ
イ
ン
の
募
集
要
項
な
ど
、
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

車
両
デ
ザ
イ
ン
の
条
件

　

小
型
バ
ス
車
両
と
ワ
ン
ボ
ッ
ク

ス
車
両
の
デ
ザ
イ
ン
を
、
そ
れ
ぞ

れ
１
点
ず
つ
募
集
し
ま
す
。
車
両

の
前
・
後
・
左
・
右
面
を
デ
ザ
イ

ン
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
要
項
・
応
募
用
紙

　

都
市
計
画
課
・
総
合
支
所
・
公

民
館
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

応
募
方
法

　

応
募
用
紙
を
、８
月
29
日
㈮（
必

着
）
ま
で
に
、
都
市
計
画
課
・
総

合
支
所
・
公
民
館
へ
お
持
ち
い
た

だ
く
か
、
都
市
計
画
課
に
郵
送
ま

た
は
メ
ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法
・
採
用
案
の
発
表

　

選
考
委
員
会
で
審
査
し
、
10
月

ご
ろ
に
採
用
作
品
応
募
者
に
直
接

通
知
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
ま
す
。

賞
金

　

最
優
秀
賞
（
各
１
点
）
５
万
円

た
な
ど
を
除
く
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報
ふ
か
や

６
月
号
の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
☎

５
９
４
‐
８
３
０
８
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

給
付
金
額
　
１
万
円

※
老
齢
基
礎
年
金
、障
害
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者
で
、
平

成
26
年
３
月
分
の
受
給
権
が
あ
り
、
４

月
分
ま
た
は
５
月
分
の
年
金
の
支
払
い

が
あ
る
か
た
は
５
千
円
を
加
算

申
請
方
法

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
書
類
の
提

出
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▪
問
い
合
わ
せ
先
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

▪
申
請
受
付
会
へ
持
参
（
受
付
日
程
は

左
記
の
通
り
）

申
請
に
必
要
な
も
の

1
申
請
書

　

郵
送
さ
れ
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を

給
付
対
象
者

　

平
成
26
年
度
分
の
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
な
い
か
た
。
た

だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
か
た

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
か
た
、
生

活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
か

記
載
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
給
付
対

象
者
で
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
か
た

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

2
印
鑑

3
本
人
確
認
書
類

　

運
転
免
許
証
、旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）、

保
険
証
、
年
金
手
帳
の
写
し
な
ど

【
注
意
事
項
】

▪
顔
写
真
が
な
い
本
人
確
認
書
類
の
場

合
は
２
種
類
の
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

▪
世
帯
で
申
し
込
ま
れ
る
か
た
は
、
必

ず
、
給
付
対
象
者
全
員
分
の
本
人
確
認

書
類
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
代
理
申
請
・
受
給
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
給
付
対
象
者
に
加
え
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類(

必
要
に
応
じ
て
代

理
関
係
を
確
認
で
き
る
書
類)

も
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

4
振
込
先
の
確
認
書
類

　

受
取
口
座
の
金
融
機
関
名
、
口
座
番

号
、
口
座
名
義
人
（
カ
ナ
）
が
分
か
る

通
帳
、
ま
た
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し

※
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、

1
〜
4
の
ほ
か
に
、
６
月
中
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る
は
が
き

（
年
金
額
改
定
通
知
書
）
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
保
険
料
免
除
制
度

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理

由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
、
本
人
の
申
請

に
よ
っ
て
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

『
保
険
料
免
除
制
度
』が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
本
人
と
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
の
基
準
額
以
下
の
場
合
に

承
認
さ
れ
、
保
険
料
の
全
額
が
免

除
さ
れ
る
『
全
額
免
除
』
の
ほ
か

に
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
保
険

料
の
一
部
を
納
付
し
て
残
り
が
免

除
さ
れ
る
『
一
部
納
付
（
一
部
免

除
）
』
が
あ
り
ま
す
（
４
分
の
１

納
付
、
２
分
の
１
納
付
、
４
分
の

３
納
付
の
３
種
類
）。

　

ま
た
、
退
職
（
失
業
）
を
理
由

と
し
た
『
特
例
免
除
制
度
』
も
あ

り
ま
す
。
特
例
免
除
は
、
申
請
す

る
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
退
職

（
失
業
）
し
た
場
合
に
対
象
と
な

り
、
失
業
さ
れ
た
か
た
の
所
得
を

除
外
し
て
免
除
の
審
査
を
行
い
ま

す
。
特
例
免
除
を
申
請
す
る
場
合

は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な

ど
、
公
的
機
関
の
証
明
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
世
帯
主
の
所
得

が
多
い
た
め
保
険
料
免
除
に
該
当

し
な
い
場
合
、
30
歳
未
満
の
か
た

に
つ
い
て
は
本
人
お
よ
び
配
偶
者

の
み
の
所
得
で
審
査
し
て
基
準
を

満
た
せ
ば
、
保
険
料
納
付
が
猶
予

さ
れ
る『
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
』

が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
、
保
険

料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
、
申
請
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

免除申請月および対象期間

申請月 対　象　期　間

平成26年7月～
平成26年7月～27年6月
（平成25年所得で審査）

※なお、申請時点から2年1か月前までの期間について、さか
のぼって免除などを申請することが可能です。（申請年度に対
応する前年所得に基づき審査）

臨時福祉給付金の申請受付会を開催します
　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ　福祉政策課臨時福祉給付金担当

（☎594‐8347・〠369‐0292岡2381‐1岡部総合支所内）

コミュニティバス『くるリン』の車両デザインを募集します！
●問い合わせ　都市計画課（☎574‐6654・〠366‐8501仲町11‐1・おtoshi@city.fukaya.saitama.jp）

国民年金からのお知らせ
●問い合わせ　熊谷年金事務所（☎522‐5012）　保険年金課（☎574‐6641）　岡部市民生活課（☎585‐5496）

川本市民生活課（☎583‐2783）   花園市民生活課（☎584‐1121）    


